
 

 

 

郡山市告示第５１０号 

 

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき、特定有害

物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）として、次のとおり指定する。 

 

  令和８年３月１８日 

 

郡山市長 椎根 健雄         

 

 

１ 形質変更時要届出区域として指定する区域 

郡山市富田町字向館１１３番の一部（別紙のとおり） 

 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の基準に適

合していない特定有害物質の種類 

（１）テトラクロロエチレン 

（２）トリクロロエチレン 
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凡　例

Ｓ＝１：５００
敷地所在地　福島県郡山市富田町字向館113　面積A＝473.30㎡

10ｍ区画（単位区画）

30ｍ区画

テトラクロロエチレンが第二溶出量基準に
適合しない汚染状態にある土地

トリクロロエチレンが溶出量基準に
適合しない汚染状態にある土地
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起点を中心に単位区画を
時計回りに269°回転

調査起点
（敷地最北端）


